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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔建設部〕 

    ・建設部長挨拶 

   〔都市整備課〕 

    ・議案第１０３号 那須塩原市営住宅条例の一部改正について 

   〔道路課〕 

    ・議案第１０１号 那須塩原市道路占用料徴収条例の一部改正について 

    ・議案第１０２号 那須塩原市法定外公共物管理条例の一部改正について 

    ・議案第１０６号 契約の締結について 

    ■予算審査 

    ・議案第 ７９号 平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔水道課〕 

    ・議案第１０４号 那須塩原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

    ・議案第１０５号 那須塩原市水道事業給水条例の一部改正について 

    ■予算審査 

    ・議案第 ８６号 平成２５年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号） 

   〔下水道課〕 

    ・議案第１００号 那須塩原市下水道条例の一部改正について 

    ・議案第 ９７号 那須塩原市農業集落排水事業条例の一部改正について 

    ■予算審査 

    ・議案第 ７９号 平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

    ・議案第 ８３号 平成２５年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

    ・議案第 ８４号 平成２５年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○眞壁委員長 皆さん、おはようございます。 

  きょうは、12月定例会の常任委員会に出席をい

ただき、誠にありがとうございます。 

  さて、本定例会で当常任委員会に付託された案

件は、条例案件７件、契約の締結案件１件の計８

件でございます。なお、補正予算案件４件につき

ましては、関係所管のところで随時予算審査特別

委員会（第４分科会）へ切りかえて審査を行いま

す。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いするとともに、円滑な進行にご協力をくださ

いようお願い申し上げて、ご挨拶としたいと思い

ます。 

  それでは、ただいまから建設水道常任委員会を

開会いたします。 

  次第により順次進めてまいります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○眞壁委員長 まず初めに、若目田建設部長からご

挨拶をお願いしたいと思います。 

○若目田建設部長 （挨拶。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  それでは、都市整備課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０３号の説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 議案第103号 那須塩原市営住宅条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （議案第103号について説

明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ありませんか。わかりました。 

  ないようですので、質疑、ご意見等を終了した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第103号 平成25年度那須塩原市営住宅条

例の一部改正については、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第103号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  次に、その他に入ります。 

  その他で、何かございませんか。 

  執行部いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、都市整備課の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでございました。 



－108－ 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○眞壁委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○眞壁委員長 それでは、道路課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 議案第101号 那須塩原市道路占用

料徴収条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○芳賀道路課長 （議案第101号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  植木委員。 

○植木委員 77ページで、今、令第７条第２号に掲

げる工作物ということで、太陽光発電が追加にな

っているということの説明だったんですよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○植木委員 そうですよね。この部分だけ、以前に

もこれあったんですけれども、単価200という数

字が以前はありましたけれども、今度は1,000に

なったという、おおむね11％値下げということな

んですが、ここだけ何か特殊な状況なんでしょう

か。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 右欄の改正前の令第７条第２号に

掲げるというものは、施行令が変わってございま

して、これにつきましては工事用施設及び同条第

３号に掲げる工事用材料ということでの200円と

いうことでございます。新たな改定のものにつき

ましては、令第７条第４号に掲げる工事用材料と

いうことで、その下の段に記載されてございます。 

〔「わかりました、ありがとうございま

す」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

  じゃ、私のほうから。 

○松田副委員長 眞壁委員長。 

○眞壁委員長 11％引き下げということでございま

すが、金額的に全体的にどのぐらい下がるものな

んですか。 

○松田副委員長 部長。 

○若目田建設部長 約1,600万円ほど、年間に収入

がございますが、それの１割ということになりま

すので、160万強、収入として減るというような

状況でございます。 

〔「わかりました、ありがとうございまし

た」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 じゃ、かわります。 

  ほかにございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、植木委員のほうからもあり

ましたその77ページの太陽光発電設備に関して、

今回新たに設けられたというわけですけれども、

実際にこの条例の施行が来年の４月からの施行と

いうことになりますよね。そうすると、現在既に
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整備されている太陽光発電施設に関してはこの対

象にならないということでしょうか。それ以降、

来年からということになるんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 現在のところ、道路区域内にそう

いった施設は設置されてございません。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今後そういう対象になった場合には当

然発生するということになるんですね。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 当然そういうことで条例は制定し

てございますが、現実問題として具体的に現在の

太陽光発電設備等が設置されているというところ

でございますと、例えば例を挙げますと、高速道

路のサービスエリアとか、そういった部分のあく

までも実質的な道路ではなくて、道路区域という

設定で設けられている駐車場とかサービスエリア

等に設置されているというものが一般的でござい

ます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、この条例でうたっている

ところは、ほぼ太陽光発電設備ができることはな

いであろうということになるんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 那須塩原市の場合、道の駅「湯の

香しおばら」の駐車場等が道路区域という形で設

定してございますので、そちらの道の駅関係につ

いては設置が可能かと、こういうふうに考えてお

ります。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、意見等を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第101号 那須塩原市道路占用料徴収条例

の一部改正については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第101号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０２号の上程、説明、

質疑、討論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第102号 那須塩原市法

定外公共物管理条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○芳賀道路課長 （議案第102号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第102号 那須塩原市法定外公共物管理条

例の一部改正については、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第102号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０６号の上程、説明、

質疑、討論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第106号 契約の締結に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○芳賀道路課長 （議案第106号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  吉成委員。 

○吉成委員 具体的に紙ベースから変えることによ

って、どういった一番利点が生まれてくるのかと

いうのと、その紙ベースというのが現実に３年か

けてやるわけですけれども、どのぐらいのデータ

量というんですかね、あるんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 利点につきましては、例えば境界

に協定とか結んだ件数が１万件近くございます。

そういったものの再度の問い合わせに対して、１

万件の紙ベースの書類からその物件についての書

類を検索するという事務量と、その辺のところが

一番大きいのかなと、こういうふうに感じており

ます。 

  続きまして、２点目のデータ量につきましては、

先ほど説明いたしました境界関係の物件が１万件、

あと、法定外公共物、赤道等のデータにつきまし

ては、１万3,000件と。そういったデータをこの

中に入れることができるということで検索して簡

単に引き出せるという形がとれるようになってお

ります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 現実に現在紙ベースの中で行う境界で

あったり、法定外のそういった資料に関しては年

間どのぐらいその必要として事務として行ってい

るんでしょうか。 

  大まかで結構です。それがデジタル化されるこ

とによって、当然先ほど説明で事務的手続が非常

にスピーディーになるということで状況が、現在

どのぐらいなるのか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 昨年のデータでございますと、

605件ということになっております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 605件ということで、わかりました。 

  この605件の事務的処理というか、その時間に

要するのとデータが今回こう変わることによって、

紙ベースから変わることによって、比較のしよう

がないんでしょうかね、何分の１ぐらいで済むと

かそういう……。 

○眞壁委員長 課長。 
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○芳賀道路課長 実際にシステムが仕上がれば、そ

の地番とかというところをクリックすれば簡単に

一発で出てきちゃいますので、早い話が例えば10

秒とか20秒の世界にはなってくるということにな

るかと思います。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ほか。 

  植木委員。 

○植木委員 ちょっと何というんですか、概要的な

んですが、この落札された株式会社パスコさん、

これ大体会社の概要、どんなふうな内容で、規模

どの程度の規模なのかちょっとお伺いしたいんで

すが。あと、どこにあるのかもちょっとお伺いし

ます。わからなければ、後ででも。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 わかる範囲でお答えいたします。 

 株式会社パスコですが、全国の測量業者の上位50

社ということに入ってございます。本店所在地に

つきましては、東京都でございます。基本的には

写真撮影等の技術にすぐれた関係の測量業務を得

意としている業者だと聞いております。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 植木委員。 

○植木委員 これ大体こういった関係の台帳関係の

システム関係の整備は、ほかの自治体あたりも大

体このパスコさんあたりになっているんでしょう

か。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 パスコが導入されているところで

は、大田原市と宇都宮市、佐野市、岩舟町、塩谷

町ということになってございます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 いいですか。 

  ほかにございますか。 

  よろしいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第106号 契約の締結については、原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第106号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 それでは、ここで予算審査特別委員

会（第四分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○芳賀道路課長 （議案第79号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 
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  相馬委員。 

○相馬委員 波立豊浦線、詳しく場所をどの辺か。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 旧県道の埼玉街道が市に移管にな

りまして、市道波立豊浦線ということでございま

すが、場所といたしましてはその中のクリームパ

ンというパン屋さんがあるかと思うんですが、あ

そこから約南側に120ｍ程度の事業でございます。

右側のところ、雨水幹線が整備されてございます

ので、それに接続するという考えで実施します。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あわせて質疑でも出ましたけれども、

今回の東那須野金田線のその10月21日にあった、

交通事故があったわけですけれども、部長のほう

から、きのうの質疑の中で答弁はあったんですけ

れども、実際に今センターラインが引いてあるも

のを消してというか、なくして削って、歩道部分

をどういう表現にするのか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 具体的に路面標示とかということ

は今のところ考えてございませんが、路肩を１ｍ

程度に広げると、こういうことでございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 広げるというのは、そのラインを書き

かえるという意味ですね。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 そのとおりでございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 例えば歩道部分を１ｍ広げて、それ自

体に例えば色をつけるとか、そういうことはない

わけですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 色をつけられれば一番よろしいん

でしょうが、延長も長くて金額的にもなかなか厳

しいものがございますので、今回はちょっと見送

りたいというふうに考えてございます。 

○眞壁委員長 部長。 

○若目田建設部長 色はつけないんですが、部分的

にそのカーブになる部分につきましては、ポスト

コーンを立てまして注意喚起をしたいというふう

に考えておりまして、全線ポストコーンつけます

と、車道の幅を狭くするということになりますと、

すれ違いがしづらくなるということで、かなり私

のほうとしてもセンターラインを消して車線を絞

るというのにはちょっと抵抗があったんですが、

ただ、その警察の協議の中で安全対策の中で、そ

ういうふうにせざるを得なくなってしまったとい

う中で、ポストコーンについては一部、カーブ、

急なところ、今回事故があったカーブ部分やって、

そういったことで注意喚起をしたいというふうに

考えてございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 私も地元に近いですから、よくあそこ

は大田原に抜けるのに利用するわけですけれども、

カーブが多いというのはきのうも指摘されていま

したけれども、非常に走りやすいことは間違いな

いんですね。センターラインが入っていることに

よって、走りやすいからその分ちょっと速度が出

てしまうということはあるのかもしれませんが、

そのセンターラインがなくなるということに関し

ての利用者に対する、利用者の人たちに伝える方

法は考えていらっしゃるんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 事前にお知らせするということで

はなくて、当然路面標示とか規制の中で幅員減少

の標示をすると、警察等の協議の中でそういった

ことはしていくというふうになってございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それにあわせて地元といえば沼野田和
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になるんでしょうけれども、沼野田和とか木曽の

方々へは何らかの周知はこれからされるんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 今のところ考えてはございません

が、ＰＴＡ等を通じて、そのような方向で実施す

るということの連絡はＰＴＡのほうと協議をして

ございます、学校を通じて。 

○眞壁委員長 部長。 

○若目田建設部長 今、地元への周知ということで

ございますが、いきなりその線を消して引き直す

ということになりますと、地元のほうでも何なん

だということにもなりかねないので、その辺は自

治会長さんのほうに説明をさせていただいて、こ

れからその年末とかそういった総会の時期にもあ

るでしょうから、そういった中で回覧までは回さ

なくても自治会長さんに通知をして、その方には

お話しいただければというふうに考えております

ので、その辺につきましては説明をしていくよう

に考えております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 １点だけ。そうすると、これから整備

をする未整備の部分、Ｙ字路の上がありますよね。

そこも同じ形状になるというふうに捉え方でいい

んですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 現在、道路改良で整備を進めてい

る部分につきましては、当初より歩行スペースと

いう考え方、路肩を１ｍほど当初からとれるよう

に設計してございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今回のこの1,300ｍの対象形状変わる

のと、ほぼ同じだという理解でいいわけですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 今回の改良部分につきましては、

センターラインが入った上で路肩部分を確保され

ているという形でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 しつこくて申しわけないですけれども、

そうなると、途中からセンターラインがなくなる

ということになるわけですね、道路自体が。 

○眞壁委員長 課長。 

○芳賀道路課長 現在というか、大田原区間につき

ましても、そういう形になってくるということに

なります。 

〔「どうなのかなという気がします」と言

う人あり〕 

○眞壁委員長 部長。 

○若目田建設部長 確かに歩く人の立場に立った場

合と車で通る人の立場に、この道路につきまして

は大田原方面に向かう幹線道路でありますので、

先ほど言いましたようにセンターラインを消して、

２車線あるのを１車線にしてというのはちょっと

抵抗があるんですが、安全対策を優先して、事故

があって、警察との協議の中でそういうふうな、

警察と道路管理者の間の協議の中でそうなったと

いうことですので、速度規制も警察のほうではか

けるという方向で、それでその区間につきまして

はそういうことでご理解をいただければというふ

うに考えております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 やっぱり日赤ができたことによって、

あの道は今まで以上に利用されると思うんですね。

ましてや改良工事、整備されれば余計交通量はふ

えるんだと思うんですね。それを考えれば確かに

そこを歩く歩行者の安全確保のほうが優先される

べきだろうとは思いますけれども、ちょっと変則

的な形にもなると思いますので、その辺の配慮は

十分にしていただくように思います。 

  以上です。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 



－114－ 

  相馬委員。 

○相馬委員 １点ちょっと言いたいことだけ言わせ

てもらって。今、吉成委員のほうからそういった

細かい点が今ありました。ただ、私ちょっと意見

ですけれども、そういった事故があったから改修

工事をするという、この流れですよね。もちろん

警察との協議の中でそういう流れがあったんでし

ょうけれども、できればそういうのを未然にそう

いった事故を防ぐ、あるいはそういう箇所を、私

もあそこ通りますけれども、結構走りやすいのは

確かなんですけれどもね。そういうことを含めま

して、事前にそういったことは事故があってから

じゃない形でお願いをしたい。それだけです、意

見です。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第79号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、その他に入ります。 

  その他で、何かございますか。 

  委員さんのほうも。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、道路課の審査を

終了したいと思います。 

  お疲れさまでございました。 

  以上で、建設部の審査が終了となりますが……

ないようで終了としたいと思います。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午後 １時２０分 

 

○眞壁委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○眞壁委員長 初めに、熊田上下水道部長様からご

挨拶をお願いしたいと思います。 

○熊田上下水道部長 （挨拶。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  それでは水道課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 議案第104号 那須塩原市水道事業

の設置等に関する条例の一部改正についてを議題

といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○舟岡水道課長 （議案第104号について説明。） 
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○眞壁委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了いたしますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第104号 那須塩原市水道事業の設置等に

関する条例の一部改正については、原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第104号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０５号の説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第105号 那須塩原市水

道事業給水条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○舟岡水道課長 （議案第105号について説明。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 それでは、ないようですので質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第105号 那須塩原市水道事業給水条例の

一部改正については、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第105号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、討

論、採決 

○眞壁委員長 それでは、ここで予算審査特別委員

会（第４分科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第86号 平成25年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○舟岡水道課長 （議案第86号について説明。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 
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〔「ないです」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第86号 平成25年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第86号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、その他に入ります。 

  その他で何かございますか。 

○舟岡水道課長 （その他について説明。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  何か今の説明に対してご意見、ご質疑等ありま

したらお願いします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 それでは、ほかに委員さんの方はあ

りますか。 

〔「私はありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので水道課の審査を終

了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。ありがとうご

ざいました。 

  執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時４２分 

 

○眞壁委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○眞壁委員長 それでは、下水道課の審査に入りま

す。 

  審査に当たりましては、議案第97号と議案第

100号は関連があるため、議案第100号より審査を

いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１００号の説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 議案第100号 那須塩原市下水道条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○久利生下水道課長 （議案第100号について説

明。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 
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  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第100号 那須塩原市下水道条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第100号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９７号の説明、質疑、討

論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第97号 那須塩原市農業

集落排水事業条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

○久利生下水道課長 （議案第97号について説明。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第97号 那須塩原市農業集落排水事業条例

の一部改正については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第97号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の説明、質疑、討

論、採決 

○眞壁委員長 それでは、ここで予算審査特別委員

会（第４分科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○久利生下水道課長 （議案第79号について説明。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 補正予算執行計画書の８ページなんで

すけれども、１項４目環境衛生費で浄化槽の整備

事業で増額が見込まれるということなんですけれ

ども、これ、当初に比べて何件ぐらいの増額でこ

の金額になったんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 このハウスでございますけれ

ども、当初計上した基数が、全体として補助事業
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をベースとしまして250基でございます。今回予

定とさせていただきますものは、これに対して45

基の増ということで、合計295基を想定したもの

でございます。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○佐藤委員 はい、わかりました。 

○眞壁委員長 ほかにご意見、ご質疑等ございまし

たら。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今の佐藤委員の質疑に続きますけれど

も、45基は全部新築ということでしょうか。 

○眞壁委員長 はい、課長。 

○久利生下水道課長 45基につきましては、実際の

補助申請についてそれぞれ内容を受け付けします

と、新規分、それから従来の住宅にあるものにつ

いて浄化槽を設置するというような２種類がござ

います。新規分のみではございません。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 何が聞きたいかというと、景気の回復

状況がどうなのかと。その辺からはかった場合に、

新規での申請がふえるであろうという見込みは予

測としてはされているのでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 ただいま委員のご指摘のとお

りですね、申請の多くは新規分が占めてございま

す。よって、それらの影響を受けたということで、

新規分が大部分を占めるものでございます。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第79号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８３号の説明、質疑、討

論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第83号 平成25年度那須

塩原市下水道事業特別会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○久利生下水道課長 （議案第83号について説明。） 

○眞壁委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ちょっと確認させて」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 はい。吉成委員。 

○吉成委員 今回のその債務負担行為の説明ありま

したけれども、審議会の開催が変更になったとい

うことでしたよね。審議会を開催、その期間が変

更になったって。これってちょっとどういうこと
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なんでしょう。 

○眞壁委員長 はい、課長。 

○久利生下水道課長 審議会につきましては、今委

員ご指摘のとおり、２カ年の中で当初実施予定で

ございましたんですが、これらにつきまして、先

ほど少し触れましたですけれども、審議会での中

身、それから、現在下水道使用料の統一というこ

とで審議を予定してございますけれども、それら

についてもう一度中身を見直したことと、全体の

見直しの事業量、そういったものをもう一度精査

した結果、本年度の当初からはかかれませんで、

最終的に上水道の使用料のほうの調整、激変緩和

の調整がですね、平成28年度に終わるということ

でございます。それらを参考にしまして、それが

終わったところで下水道の使用料の改定がそこに

つながれば、それ以降に下水道使用料改定のもの

が適用されればというようなことも検討の内容と

しまして、審議会全体のスケジュールを見直した

ものでございます。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 よろしいですか。ほかにございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 じゃ、ないようですので、質疑、ご

意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござい

ますか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第83号 平成25年度那須塩原市下水道事業

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第83号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８４号の説明、質疑、討

論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第84号 平成25年度那須

塩原市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

○久利生下水道課長 （議案第84号について説明。） 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 



－120－ 

  議案第84号 平成25年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第84号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、その他に入ります。 

  その他で何かございますか。 

  はい、課長。 

○久利生下水道課長 それでは、その他について、

座ったままで報告させていただきたいと思います。 

  下水道事業におきまして、交付税の緊急経済対

策、そちらのほうの状況についてご報告したいと

思います。資料はございません。 

  この点につきましては、現在国土交通省のほう

から、県を通じまして、平成25年度の補正予算に

係る執行可能額の調査というものが来ております。

それによりまして、市としては、社会資本整備交

付金事業に公共下水道、それと特定環境公共下水

道の汚水環境整備としまして、鍋掛地区、それか

ら井口地区など６カ所ですね、2,168ｍ分相当で

ございますが、事業費としまして１億9,040万円

の要望をしたところでございます。 

  これらの要望したものにつきましては、平成25

年度の当初、私どものほうで要望しておりました

路線のうち、内示額等によりまして調整によって

減らされた路線がございます。それらの復活分と

いうことと、あと追加要望のあった今後の施工予

定箇所の中から選んだものでございます。 

  その選んだ内容につきましても、国のほうから

追加要望の条件というものが示されております。

その条件といたしましては、大きくは２つに分か

れます。 

  １つとしましては、平成26年６月までに契約の

見込みがつく事業。２つ目といたしましては、社

会資本整備事業の中で防災、それから防災安全に

かかわる事業は含んではならないこと。具体的に

申し上げますと、浸水対策、それから地震対策、

老朽化対策については対象外となるものと、それ

と設計委託のみの要望については除くというよう

な、大きく２つの条件がございました。それらの

条件に合ったもので、11月21日までの調査という

ことでこの調書を提出してございます。 

  よって、現在のところ、提出はしておりますが、

新たなこの件に関しての情報は入っていないとい

うことで、内示等についてはまだ見込みがついて

いない状況でございます。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 はい、ありがとうございました。 

  今説明がございました。何かございましたら。 

  吉成委員。 

○吉成委員 事業名って何ですか。 

○眞壁委員長 はい、課長。 

○久利生下水道課長 社会資本整備総合交付金事業

ということになります。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、下水道課の審査

を終了したいと思います。お疲れさまでございま

した。 

  以上で上下水道部の審査が終了となります。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○眞壁委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を
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開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 続いて、４のその他に入ります。 

  事務局から連絡があります。 

○人見議会事務局書記 （事務局説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○眞壁委員長 これで今定例会における委員会、議

事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し議長に

提出をいたしますので、ご一任いただけますよう

よろしくお願いいたします。 

  これをもちまして、建設水道常任委員会を閉会

いたします。 

  お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 ２時１６分 




